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10月11日（火）まで
（10月10日（月）が祝日のため）

10月31日（月）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和４年９月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和４年８月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和４年７月期）
２カ月延長法人（令和４年６月期）
④　消費税・地方消費税の確定申告（1カ月ごと）（８月期）
⑤　消費税・地方消費税の確定申告（３カ月ごと）（２月、５月、８月、11月期）
⑥　法人の中間申告（半期・２月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき　１カ月ごと（８月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき　3カ月ごと（２月、５月、11月期）

①　源泉所得税には復興
特別所得税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度
（課税期間）の終了日は
各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の
短縮特例は適用後２年間
継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

「
税
金
費
用
」の
用
語
は
使
用
し
な
い

方
向
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会
　
　
計

貸
手
の
表
示・注
記
、再
提
案

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
９
月
５
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
81
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
２
年
７
月
20
日
号

（
№
１
６
５
０
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計

基
準
公
開
草
案
71
号
「
法
人
税
、
住

民
税
及
び
事
業
税
等
に
関
す
る
会
計

基
準
（
案
）」
等
に
対
し
て
寄
せ
ら

れ
た
主
な
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
に
つ

い
て
検
討
さ
れ
た
。

税
金
費
用
の
計
上
区
分

第
４
８
３
回
親
委
員
会
に
お
い
て
、

本
改
正
案
で
そ
の
他
の
包
括
利
益
に

対
し
て
「
税
金
費
用
」
お
よ
び
「
税

金
費
用
の
累
計
額
」
の
用
語
を
用
い

て
い
る
点
に
つ
い
て
、
①
従
来
の
日

本
基
準
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
用

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

で
は
税
金
費
用
を
「
純
損
益
の
計
算

に
含
ま
れ
る
当
期
税
金
と
繰
延
税
金

と
の
合
計
額
」（
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
「
法

人
所
得
税
」５
項
）と
定
義
し
て
お
り
、

「
税
金
費
用
」
の
意
味
す
る
範
囲
が

異
な
る
こ
と
か
ら
、
本
改
正
で
こ
れ

ら
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
へ
の
懸
念

の
声
が
挙
が
っ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
事
務
局
は
本
改

正
に
つ
い
て
「
税
金
費
用
」
等
の
用

語
は
用
い
ず
に
取
扱
い
を
定
め
る
こ

と
を
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
改

正
に
伴
う
法
人
税
等
の
取
扱
い
を
、

従
来
の
税
効
果
に
関
す
る
取
扱
い
や

従
来
か
ら
の
表
現
に
追
加
す
る
こ

と
で
、「
税
金
費
用
」
等
の
内
容
を

具
体
的
に
記
載
す
る
形
で
修
正
を
行

う
。専

門
委
員
か
ら
の
「
従
来
の
表
現

へ
の
修
正
に
伴
う
影
響
は
生
じ
な
い

の
か
」
と
の
質
問
に
、事
務
局
は
「
形

式
的
な
表
現
の
見
直
し
の
範
囲
と
考

え
て
い
る
」
と
回
答
し
た
。

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
が
適
用
さ
れ

る
場
合
の
子
会
社
株
式
等
の
売
却

に
係
る
税
効
果

本
改
正
案
は
、
子
会
社
株
式
等
を

売
却
し
た
際
の
売
却
損
益
に
係
る
一

時
差
異
に
対
す
る
繰
延
税
金
資
産
ま

た
は
繰
延
税
金
負
債
を
計
上
し
な
い

場
合
に
つ
い
て
「
消
去
」
と
い
う
表

現
を
用
い
て
い
た
が
、
他
の
会
計
基

準
等
と
表
現
を
合
わ
せ
る
た
め
「
取

り
崩
す
」
と
い
う
表
現
に
修
正
す
る

こ
と
等
が
提
案
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
特
段
の
異
論
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
。

親
委
員
会
で
の
議
論

９
月
６
日
開
催
の
第
４
８
６
回
親

委
員
会
で
も
、
前
記
２
つ
の
テ
ー
マ

に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
特

段
の
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

去
る
９
月
５
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
２
０
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

貸
手
の
表
示
お
よ
び
注
記

貸
手
の
表
示
お
よ
び
注
記
に
つ

い
て
、
第
１
１
７
回
専
門
委
員
会

（
２
０
２
２
年
８
月
１
日
号
（
№

１
６
５
１
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
で
は
、
表
示
に
つ
い
て
は
現
行

の
定
め
を
維
持
し
、
注
記
に
つ
い
て

は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
「
リ
ー
ス
」
と
同

様
の
開
示
目
的
を
定
め
る
提
案
が
さ

れ
た
。
今
回
は
そ
の
提
案
を
変
更
せ

ず
、図
表
の
開
示
項
目
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
図
表
⑵
①
、

⑶
①
の『
重
要
な
変
動
が
あ
る
場
合
』

が
、
何
を
書
け
ば
よ
い
の
か
イ
メ
ー

ジ
し
に
く
い
」
と
い
っ
た
意
見
が
聞

か
れ
た
。
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資
本
市
場
の
主
要
関
係
者

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

資
本
市
場
に
は
、
投
資
価
値
の
向

上
を
目
的
と
し
て
企
業
に
成
長
資
金
等

を
供
給
す
る
「
投
資
家
」
と
、
そ
れ

を
原
資
に
し
て
設
備
投
資
、
研
究
開

発
投
資
、
人
的
資
本
投
資
等
を
行
い
、

新
た
な
製
品
等
を
開
発
・
販
売
し
て
企

業
価
値
の
向
上
を
目
指
す
「
企
業
」
が

い
る
。

こ
の
場
合
、
投
資
価
値
と
企
業
価

値
は
基
本
的
に
表
裏
の
関
係
に
あ
る
た

め
、
こ
の
両
者
の
関
係
の
好
循
環
を
実

現
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
課
題
の
解
決

や
社
会
全
体
の
幸
福
度
を
高
め
、
究

極
的
に
は
日
本
経
済
の
発
展
に
貢
献
す

る
こ
と
と
な
り
、非
常
に
重
要
で
あ
る
。

第
二
次
安
倍
内
閣
が
策
定
し
た
日
本

再
興
戦
略
の
着
眼
点
も
こ
こ
に
あ
る
と

い
え
る
。

資
本
市
場
は
、
株
式
の
発
行
・
流

通
市
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
し
く
み
が

必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
株
式
が
「
企
業
」
に
と
っ

て
返
済
義
務
の
あ
る
負
債
で
は
な
い
と

の
特
徴
を
有
す
る
た
め
、「
投
資
家
」

は
、
基
本
的
に
、
保
有
す
る
株
式
の

回
収
を
「
企
業
」
に
請
求
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
投
資
家
」
は
、
他
の
「
投
資
家
」
に

株
式
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
投
資
資
金

を
回
収
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
資
本
市
場
は
、「
企
業
」

が
「
投
資
家
」
に
対
す
る
株
式
の
発
行

に
よ
り
多
額
の
資
金
調
達
を
可
能
と

し
、
ま
た
、「
投
資
家
」
は
そ
の
後
株

式
を
他
の
「
投
資
家
」
へ
売
却
す
る
こ

と
に
よ
り
投
資
資
金
の
回
収
を
可
能
と

す
る
場
の
提
供
を
基
本
的
な
役
割
と
し

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
株
式
の
発
行
・
流
通

市
場
と
し
て
機
能
す
る
資
本
市
場
に

と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
多
く
の
投
資

家
が
安
心
し
て
売
買
で
き
る
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
に
あ
る
。資
本
市
場
に
は
、

多
様
な
投
資
家
が
参
加
し
、
参
加
す

る
投
資
家
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

投
資
家
の
厚
み
が
増
し
多
額
の
成
長
資

金
を
呼
び
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
を
代
表
す
る
資
本
市
場
と
し
て

は
、
現
在
、「
東
証
」
が
開
設
し
て
い

る
株
式
市
場
が
あ
り
、
日
々
監
視
の
目

を
光
ら
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は

十
分
と
は
い
え
な
い
。「
投
資
家
」
が

安
心
し
て
、「
企
業
」
の
発
行
す
る
株

式
に
直
接
投
資
を
し
た
り
、
流
通
市
場

で
株
式
を
売
買
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、

「
投
資
家
」
が
安
心
し
て
資
金
の
運
用

を「
企
業
」に
任
せ
ら
れ
る
こ
と
や
、「
企

業
」
の
発
信
す
る
情
報
を
信
頼
し
て
利

用
で
き
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、「
投
資
家
」
が
供
給
す

る
資
金
が
企
業
価
値
向
上
の
た
め
の
事

業
活
動
に
有
効
か
つ
効
率
的
に
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の

経
過
や
成
果
等
を
説
明
す
る
投
資
情

報
の
信
頼
性
確
保
に
つ
い
て
、
ま
ず
は

「
企
業
」
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
や
内
部

統
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
が

大
前
提
と
な
る
。
ま
た
、「
企
業
」
が

開
示
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
よ
く
み

せ
た
い
と
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
必
ず

働
く
た
め
、「
企
業
」
が
自
ら
チ
ェッ
ク

す
る
だ
け
で
な
く
、
独
立
第
三
者
で
あ

り
か
つ
専
門
家
で
も
あ
る
公
認
会
計
士

ま
た
は
公
認
会
計
士
が
共
同
し
て
設
立

し
た
「
監
査
法
人
」
に
よ
る
監
査
に
よ

り
、
当
該
情
報
に
対
す
る
信
頼
性
付

与
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
企
業
」
の
こ
と
を

よ
く
知
ら
な
い
無
防
備
な
「
投
資
家
」

が
、
資
本
市
場
に
お
い
て
、
安
心
し
て

取
引
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
現
行

制
度
で
は
、「
企
業
」
自
身
に
よ
る
ガ

バ
ナ
ン
ス
体
制
・
内
部
統
制
の
整
備
・

運
用
と
と
も
に
、「
投
資
家
」
に
発
信

さ
れ
る
重
要
な
財
務
情
報
に
つ
い
て
は

「
監
査
法
人
」
等
に
よ
る
監
査
を
法
的

に
義
務
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
東
証
」

等
が
不
公
正
な
取
引
等
が
な
い
か
を
常

時
監
視
し
、
最
後
に
、
資
本
市
場
全

体
を
監
視・監
督
す
る「
規
制
当
局（
金

融
庁
）」
が
、
海
外
の
規
制
当
局
と
も

連
携
を
取
り
な
が
ら
、
資
本
市
場
の

発
展
に
向
け
た
改
革
に
継
続
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
９
月
６
日
開
催
の
第
４
８
６

回
親
委
員
会
で
も
本
テ
ー
マ
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
た
。
委
員
か
ら
の
「
図

表
⑵
①
、
⑶
①
で
は
『
重
要
な
変
動

が
あ
る
場
合
』
に
金
額
の
開
示
を
要

求
し
て
い
る
が
、
収
益
認
識
基
準
で

は
契
約
資
産
・
負
債
の
残
高
に
つ
い

て
金
額
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
収

益
認
識
基
準
と
異
な
る
理
由
を
明
記

す
る
か
、
そ
ろ
え
る
か
す
べ
き
」
と

の
意
見
に
、
事
務
局
か
ら
は
「
検
討

す
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

収
益
認
識
適
用
指
針
の
改
正

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
改
正
に
伴
う

企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
30
号
「
収

益
認
識
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用

指
針
」（
以
下
、「
収
益
認
識
適
用
指

針
」
と
い
う
）
の
改
正
に
つ
い
て
議

論
さ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
お

よ
び
ト
ピ
ッ
ク
606
「
顧
客
と
の
契
約
か

ら
生
じ
る
収
益
」
と
整
合
す
る
よ
う

に
、買
戻
契
約
（
先
渡
取
引
、コ
ー
ル・

オ
プ
シ
ョ
ン
、
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
）

に
関
し
て
リ
ー
ス
と
し
て
会
計
処
理

す
る
収
益
認
識
適
用
指
針
の
定
め
に

つ
い
て
、
当
該
契
約
が
セ
ー
ル
＆
リ
ー

ス
バ
ッ
ク
取
引
の
一
部
で
あ
る
場
合
に

は
、
金
融
取
引
と
し
て
会
計
処
理
す

る
と
の
定
め
の
追
加
が
提
案
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
オ
プ
シ
ョ

ン
が
つ
く
取
引
を
す
べ
て
金
融
取
引

と
す
る
こ
と
に
懸
念
が
あ
る
。
当
て

は
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
る
か

も
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
９
月
６
日
開
催
の
第

４
８
６
回
親
委
員
会
で
も
本
テ
ー
マ

に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
事

務
局
提
案
に
特
段
の
異
論
は
聞
か
れ

な
か
っ
た
。

（図表）　貸手の開示項目
⑴　ファイナンス・リースに関する次の損益項目
①　販売損益
②　リース債権およびリース投資資産に対する受取利
息相当額
③　リース債権およびリース投資資産に含めていない
変動リース料に係る収益

⑵　リース債権に関する次の事項
①　リース債権の残高に重要な変動がある場合のその
金額および内容
②　将来のリース料を収受する権利（リース料債権）部
分の金額（利息相当額控除前）および受取利息相当額

⑶　リース投資資産に関する次の事項
①　リース投資資産の残高に重要な変動がある場合の
その金額および内容
②　リース料債権部分および見積残存価額部分の金額
（各々、利息相当額控除前）ならびに受取利息相当額
⑷　リース債権およびリース投資資産に係るリース料債
権部分（利息相当額控除前）について、貸借対照表日後
５年以内における１年ごとの回収予定額および５年超
の回収予定額
⑸　オペレーティング・リース（ＯＬ）に関する次の損益
項目
①　ＯＬに係る収益
②　指数またはレートに応じて決まるものではない変
動リース料に係る収益

⑹　ＯＬに係るリース料について、貸借対照表日後５年
以内における１年ごとの回収予定額および５年超の回
収予定額



経理情報●2022.10.1（No.1656） 6

第
１
号
お
よ
び
第
２
号
電
子
決
済
手

段
の
発
行・保
有
の
会
計
処
理
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
判
定
時
の
担
保
の
考
慮
等
、

検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
９
月
７
日
、
企
業
会
計
基

準
委
員
会
は
第
１
４
９
回
実
務
対

応
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。
第

１
４
８
回
（
２
０
２
２
年
９
月
10

日
号
（
№
１
６
５
４
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
資

金
決
済
法
上
の
「
電
子
決
済
手
段
」

の
発
行
・
保
有
等
に
係
る
会
計
上

の
取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

主
な
審
議
内
容
は
次
の
と
お
り
。

第
１
号
電
子
決
済
手
段
の
保
有
に

関
す
る
会
計
処
理
の
事
務
局
分
析

第
１
号
電
子
決
済
手
段
の
定
義
は

次
の
と
お
り（
資
金
決
済
法
２
⑤
一
）。

一　
物
品
等
を
購
入
し
、
若
し
く
は

借
り
受
け
、
又
は
役
務
の
提
供
を

受
け
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
代
価

の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
の
者
に

対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と

し
て
購
入
及
び
売
却
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
財
産
的
価
値
（
略
）
で

あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を

用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
（
略
）

事
務
局
は
、
電
子
決
済
手
段
に
現

金
、
金
銭
債
権
そ
れ
ぞ
れ
と
の
類

似
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ど

ち
ら
を
重
視
す
る
か
に
よ
り
次
の
会

計
処
理
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

方
法
１　
現
金
に
類
似
す
る
も
の
と

し
て
会
計
処
理
す
る
方
法

①
　
認
識
：
受
渡
日

②
　
測
定
：
取
得
時
→
発
行
者
に

よ
っ
て
償
還
が
約
さ
れ
て
い
る

額
、
期
末
→
償
還
額

方
法
２　
金
銭
債
権
と
同
様
に
会
計

処
理
す
る
方
法

①
　
認
識
：
発
生
→
契
約
締
結
時
、

消
滅
→
権
利
の
行
使
時
・
喪
失

時
・
支
配
が
他
に
移
転
し
た
時

②
　
測
定
：
取
得
時
→
時
価
、
期

末
→
取
得
価
額
か
ら
貸
倒
引
当

金
を
控
除
し
た
額

そ
の
う
え
で
事
務
局
は
、
電
子
決

済
手
段
が
通
貨
と
同
等
の
性
質
を
有

し
て
お
り
、
電
子
決
済
手
段
が
金
銭

債
権
に
該
当
し
得
る
と
し
て
も
、
電

子
決
済
手
段
が
設
け
ら
れ
た
制
度
趣

旨
も
踏
ま
え
る
と
、
方
法
１
を
採
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
現
金
に
類
似

し
て
い
る
と
し
て
も
発
行
者
（
銀

行
、
資
金
移
動
業
者
に
限
定
。
第
２

号
も
同
じ
）
の
信
用
リ
ス
ク
が
残
る

点
に
懸
念
を
示
す
意
見
が
聞
か
れ
た

ほ
か
、「
預
金
と
現
金
を
比
較
す
る

ほ
う
が
よ
い
」、「
現
段
階
で
現
金
と

の
類
似
性
を
重
視
す
る
に
は
、
論
点

が
残
る
。
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
は

明
確
に
決
め
ず
に
会
計
処
理
を
検
討

す
べ
き
」と
い
っ
た
意
見
も
あ
っ
た
。

第
１
号
電
子
決
済
手
段
の
発
行
に

関
す
る
会
計
処
理
の
事
務
局
分
析

事
務
局
は
、
第
１
号
電
子
決
済
手

段
の
発
行
者
は
、
保
有
者
の
求
め
に

応
じ
て
発
行
価
格
と
同
額
で
償
還
す

る
法
律
上
の
義
務
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
こ
と
、
金
融
商
品
実
務
指
針
の

定
め
な
ど
か
ら
、
第
１
号
電
子
決
済

手
段
は
金
銭
債
務
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
次
の

よ
う
な
会
計
処
理
を
示
し
た
。

①　

認
識
：
発
生
→
契
約
締
結
時
、

消
滅
→
義
務
の
履
行
時
・
消
滅
時
・

第
一
次
債
務
者
の
地
位
か
ら
の
免

責
時

②　
測
定
：
発
行
時
→
債
務
額
、
期

末
→
債
務
額

ま
た
、
金
融
負
債
は
時
価
評
価
の

対
象
と
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
す
る
金
融
商
品
会
計
基
準
67
項
の

定
め
は
電
子
決
済
手
段
も
同
様
と
考

え
て
い
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
「
時
価
評
価
の

対
象
と
し
な
い
こ
と
が
適
当
と
い
う

こ
と
は
、
市
場
で
売
買
を
す
る
際
に

含
み
損
益
が
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
か
」
と
の
意
見

が
聞
か
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
事
務

局
は
、「
時
価
の
変
動
は
あ
ま
り
想

定
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
時
価
開
示

の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
今
後
検
討
す
る
」
と
回
答
し
た
。

第
２
号
電
子
決
済
手
段
の
発
行
・

保
有
に
関
す
る
会
計
処
理
の
事
務

局
分
析

第
２
号
電
子
決
済
手
段
の
定
義
は

次
の
と
お
り（
資
金
決
済
法
２
⑤
二
）。

二　
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て

前
号
に
掲
げ
る
も
の
と
相
互
に
交

換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的

価
値
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
（
略
）

事
務
局
は
、
第
２
号
電
子
決
済
手

段
は
、
第
１
号
電
子
決
済
手
段
と
相

互
に
交
換
で
き
る
財
産
的
価
値
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
第
１
号
と
同
様
の
会

計
処
理
と
な
る
と
の
考
え
を
示
し

た
。

去
る
９
月
６
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
４
８
６
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

金
融
資
産
の
減
損
に
関
し
て
、
第

１
８
６
回
金
融
商
品
専
門
委
員
会

（
２
０
２
２
年
９
月
10
日
号
（
№

１
６
５
４
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
次
の
論
点
に
つ

い
て
、
議
論
が
行
わ
れ
た
。

信
用
リ
ス
ク
の
著
し
い
増
大
（
Ｓ

Ｉ
Ｃ
Ｒ
）
の
判
定
時
に
お
け
る
担

保
の
考
慮

専
門
委
員
会
で
、
有
担
保
の
債
権

と
無
担
保
の
債
権
で
は
リ
ス
ク
特
性

が
異
な
る
も
の
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン

グ
さ
れ
る
認
識
で
正
し
い
か
等
の
意

見
が
聞
か
れ
、
検
討
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
事
務
局
分
析・提
案

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
で

は
、
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
評
価
に
お
い
て
、

十
分
に
担
保
が
保
全
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
デ
フ
ォ
ル
ト
が
発
生
し
た

と
し
て
も
損
失
が
発
生
し
な
い
見
込

み
で
あ
る
こ
と
は
勘
案
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
金
融
収
益
の
認
識
と
予
想
信

用
損
失
を
別
々
に
考
慮
し
て
お
り
、

担
保
の
有
無
に
よ
る
当
初
の
信
用
ス

プ
レ
ッ
ド
の
違
い
は
デ
フ
ォ
ル
ト
・

リ
ス
ク
の
変
動
に
は
関
連
せ
ず
、
Ｓ

Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
評
価
で
は
考
慮
さ
れ
な

い
。こ

の
点
に
関
し
て
、
わ
が
国
の
銀



情報ダイジェスト

経理情報●2022.10.1（No.1656）7

債
権
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
に
伴

う
条
件
変
更
の
会
計
処
理
等
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

行
等
金
融
機
関
で
は
、
基
本
的
に
は

債
務
者
ご
と
に
信
用
リ
ス
ク
を
管
理

し
債
務
者
区
分
を
基
礎
に
引
当
を

行
っ
て
お
り
、
担
保
の
有
無
は
債
務

者
区
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
担
保
の
価
値
を
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
評

価
に
お
い
て
考
慮
し
な
い
こ
と
に
関

し
て
一
般
的
に
は
実
務
上
の
困
難
は

な
い
と
の
分
析
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
分
析
を
踏
ま
え
、
事
務
局
か

ら
、
本
論
点
に
つ
い
て
特
段
の
対
応

を
行
わ
な
い
と
の
提
案
が
さ
れ
た
。

⑵　
委
員
の
意
見

委
員
か
ら
は
「
実
務
と
整
合
的
」

な
ど
賛
成
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

信
用
リ
ス
ク
が
増
大
し
た
場
合
の

利
息
収
益
の
認
識
方
法

専
門
委
員
会
で
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号

は
、
信
用
リ
ス
ク
が
増
大
し
た
場
合

の
利
息
収
益
の
認
識
に
つ
い
て
、
金

融
資
産
の
総
額
で
の
帳
簿
価
額
か
ら

損
失
評
価
引
当
金
を
控
除
し
た
純
額

に
対
し
て
実
効
金
利
を
適
用
し
て
算

定
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、

日
本
基
準
や
米
国
基
準
の
取
扱
い
と

異
な
っ
て
お
り
、
追
加
的
論
点
と
し

て
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
と
の
意
見
が

聞
か
れ
、
検
討
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
事
務
局
分
析・提
案

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
で
は
実
効
金
利
法

に
よ
る
償
却
原
価
を
前
提
と
し
た
利

息
収
益
の
算
定
と
予
想
信
用
損
失
の

算
定
が
連
携
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

債
権
の
測
定
（
実
効
金
利
法
に
よ
る

償
却
原
価
測
定
）
に
関
す
る
取
扱
い

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

一
方
、
日
本
基
準
で
は
、
元
本
と

利
息
を
区
別
し
、
利
息
収
益
を
元
本

に
対
す
る
約
定
利
息
の
回
収
と
し
て

捉
え
て
お
り
、
債
務
者
の
信
用
が
悪

化
し
た
場
合
、
元
本
に
対
す
る
回
収

不
能
見
込
額
を
貸
倒
引
当
金
と
し
て

計
上
し
つ
つ
、
利
息
に
関
し
て
は
一

定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に
利
息

不
計
上
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
論
点
は
分

類
・
測
定
に
お
い
て
実
効
金
利
法
に

よ
る
償
却
原
価
測
定
を
採
用
す
る

か
ど
う
か
に
関
わ
る
た
め
、「
貨
幣

の
時
間
価
値
の
考
慮
」（
２
０
２
２

年
８
月
10
日
号
（
№
１
６
５
２
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
と
あ
わ
せ

て
引
き
続
き
検
討
す
る
案
が
示
さ
れ

た
。

⑵　
委
員
の
意
見

委
員
か
ら
、
特
段
の
異
論
は
聞
か

れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
事
務
局
か

ら
、
ス
テ
ッ
プ
２
で
取
り
上
げ
る
論

点
を
す
べ
て
検
討
し
た
後
に
、
本
論

点
を
検
討
す
る
と
の
方
向
性
が
示
さ

れ
た
。

去
る
９
月
７
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
８
７
回
金
融
商
品
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。
金
融
資
産

の
減
損
の
会
計
基
準
の
開
発
に
関

し
、
ス
テ
ッ
プ
２
で
検
討
す
る
次
の

論
点
に
つ
い
て
、審
議
が
行
わ
れ
た
。

監
督
当
局
等
か
ら
示
さ
れ
た
ガ
イ

ダ
ン
ス
や
レ
タ
ー
の
考
慮

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
下
で
、
欧
州
証
券
市
場
監
督
局

な
ど
の
監
督
当
局
等
か
ら
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

９
号
「
金
融
商
品
」
の
適
用
に
係
る

さ
ま
ざ
ま
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
レ
タ
ー

が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
実

務
上
の
取
扱
い
の
明
確
化
に
資
す
る

も
の
は
取
り
入
れ
る
べ
き
と
の
意
見

や
、
実
務
の
柔
軟
性
を
損
な
う
可
能

性
の
懸
念
か
ら
、
そ
の
取
扱
い
に
は

慎
重
に
な
る
べ
き
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
意
見
が
聞
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
今
回
は
ス
テ
ッ
プ
２
で

取
り
入
れ
る
べ
き
ガ
イ
ダ
ン
ス
等
が

あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ

た
。事

務
局
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
定
め

に
関
す
る
追
加
的
な
情
報
を
提
供
す

る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
柔
軟
性
を
確
認
す
る

ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て
整
理
さ
れ
る
も

の
は
実
務
上
の
困
難
性
を
軽
減
し
得

る
と
の
分
析
を
示
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
性
質
上
、
そ

の
ま
ま
会
計
基
準
等
に
取
り
入
れ

る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
の
考
え
方

は
基
準
を
理
解
す
る
う
え
で
参
考
に

な
り
得
る
た
め
、
結
論
の
背
景
な
ど

で
触
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し

た
。債

権
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ

に
伴
う
条
件
変
更
の
会
計
処
理

⑴　
概　
要

金
融
資
産
の
契
約
上
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
が
条
件
変
更
さ
れ
る

場
合
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の

「
５
・
４　

償
却
原
価
測
定
」
で
は
次

の
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
当
該
金
融
資

産
の
認
識
が
中
止
さ
れ
る
場
合
と
中

止
さ
れ
な
い
場
合
で
会
計
処
理
が
異

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
認
識
が
中
止
さ
れ
な
い
場
合

当
該
金
融
資
産
の
帳
簿
価
額
を
、

条
件
変
更
後
の
契
約
上
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
当
初
の
実
効
金
利

で
割
り
引
い
た
現
在
価
値
に
修
正
す

る
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
５
・
４
・
３
項
）。

減
損
に
関
し
て
は
、
信
用
リ
ス
ク
の

著
し
い
増
大
（
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
）
の
有
無

を
当
初
認
識
時
の
債
務
不
履
行
リ
ス

ク
と
比
較
し
て
評
価
す
る
必
要
が
あ

る
（
５
・
５
・
12
項
）。

②
　
認
識
が
中
止
さ
れ
る
場
合

条
件
変
更
後
の
資
産
は
、
新
た
な

金
融
資
産
と
み
な
す
（
Ｂ
５
・
５
・

25
項
）。
ま
た
、
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
が
生
じ

て
い
な
い
新
た
な
金
融
資
産
ま
た
は

組
成
し
た
信
用
減
損
金
融
資
産
と
し

て
取
り
扱
う
（
Ｂ
５
・
５
・
26
項
）。

⑵　
事
務
局
提
案

減
損
と
条
件
変
更
は
密
接
に
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
条
件

変
更
は
償
却
原
価
測
定
に
関
連
す
る

定
め
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
加
え
、
認
識
の
中
止
に
係
る
論
点

と
も
結
び
つ
い
て
お
り
、
減
損
と
い

う
よ
り
は
「
分
類
お
よ
び
測
定
」
に

関
す
る
論
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

今
後
の
審
議
に
お
い
て
、
実
効
金
利

法
に
よ
る
償
却
原
価
測
定
と
条
件
変

更
に
関
し
て
全
体
的
に
整
合
的
と
な

る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
分
類
お
よ

び
測
定
の
取
り
込
み
方
に
つ
い
て
は

事
務
局
か
ら
別
途
提
案
を
行
う
。

専
門
委
員
か
ら
は
「
日
本
の
実
務

で
は
条
件
変
更
の
レ
ベ
ル
感
に
よ
り

格
付
け
や
引
当
金
が
異
な
る
た
め
、

取
り
入
れ
方
に
よ
っ
て
は
引
当
水
準

に
も
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
の
で
は

な
い
か
」
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
。

事
務
局
は
「
そ
の
点
も
考
慮
し
て
検

討
し
て
い
き
た
い
」
と
回
答
し
た
。
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特集

第１章

第２章

第3章

第4章

第5章

適用済・決定企業258社の対応を調査

IFRS任意適用企業
の開示分析

松澤　伸（有限責任監査法人トーマツ　公認会計士）／柏村　俊夫（有限責任監査法人トーマツ　公認会計士）
杉﨑　聡（有限責任監査法人トーマツ　公認会計士）／松尾　絵麻（有限責任監査法人トーマツ　公認会計士）
久松　正（有限責任監査法人トーマツ　米国公認会計士）／相田　拓実（有限責任監査法人トーマツ）
2022年６月末現在、IFRSの適用済・適用決定会社は、昨年の同時期に比べて22社
増加し、258社となった。本特集では、このうち有価証券報告書または「上場申請の
ための有価証券報告書（Ⅰの部）」を提出した企業を中心に開示内容を分析し、解説
する。
今回は、今年４月からの東証の新市場区分別の適用状況等も取り上げている。今後
の適用に向けた検討や実務の一助としてご活用いただきたい。

プライム市場全体では11％が適用
新規任意適用企業の一覧と
初度適用時の開示パターン
見積りの不確実性、リースの賃料減免
新型コロナウイルス感染症に関する開示状況
リース、収益認識、金融商品など
注記情報に関する開示状況
主要９項目の前年からの動向を分析
初度適用時の免除規定の選択状況
当期利益の増加・減少の企業割合は同程度
調整表に関する開示状況

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2022年
９月７日

「現在開発中の会計基準に関する今後
の計画」の改訂 ASBJ

現在の審議状況を反映したほか、修正国際基準（JMIS）の項目が削
除されている。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/2022_0907.
pdf

―

2022年
９月12日

内閣府令53号
金融商品取引法第二条に規定する定
義に関する内閣府令の一部を改正す
る内閣府令

金融庁

2022年６月21日の証券取引等監視委員会の建議を踏まえ、合同
会社等の使用人（従業員）による社員権の取得勧誘の適正化に向
けて、社員権の発行者に関する規定を見直すもの。施行は2022年
10月３日。
https://kanpou.npb.go.jp/20220912/20220912h00816/20
220912h008160001f.html

―

証
　
　
券

円
安
下
、日
本
株
価
は
ど
こ
へ
行
く

か
？

金
　
　
融

利
上
げ
が
直
撃
す
る
公
的
債
務
問
題

の
罠

欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
は
９

月
８
日
に
理
事
会
を
開
催
し
、
政
策

金
利
を
０
・
７
５
％
引
き
上
げ
る
こ

と
を
決
め
た
。こ
の
上
げ
幅
は
、ユ
ー

ロ
圏
史
上
最
大
で
、さ
ら
に
今
後「
数

回
の
」
追
加
利
上
げ
を
実
施
す
る
方

針
も
示
し
た
。
現
時
点
で
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の

金
融
政
策
に
最
も
影
響
を
与
え
る
イ

ン
フ
レ
率
は
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）

統
計
局
（
ユ
ー
ロ
ス
タ
ッ
ト
）
が
８

月
31
日
に
発
表
し
た
も
の
で
、
前
年

同
月
比
９
・
１
％
の
上
昇
と
過
去
最

大
幅
を
更
新
し
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

食
料
品
が
、
物
価
上
昇
を
担
う
主
な

要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
除

く
コ
ア
Ｃ
Ｐ
Ｉ
は
、
前
年
同
月
比
で

４
・
３
％
の
上
昇
と
総
合
指
数
を
大

き
く
下
回
る
が
、
こ
の
コ
ア
Ｃ
Ｐ
Ｉ

自
体
も
、
過
去
最
高
の
数
字
だ
。

Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
利
上
げ
が
大
幅
で
あ
る

ほ
ど
、
追
加
利
上
げ
が
長
引
け
ば
長

引
く
ほ
ど
、
２
つ
の
問
題
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
１
つ
は
黒
田
日

銀
に
よ
る
金
融
政
策
の
引
締
め
転
換

は
可
能
な
の
か
、
も
う
１
つ
は
Ｅ
Ｃ

Ｂ
が
Ｅ
Ｕ
内
の
イ
タ
リ
ア
に
焦
点
を

当
て
た
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
こ
ま

で
で
き
る
の
か
、
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ

が
利
上
げ
に
否
定
的
な
昨
年
か
ら
問

題
と
な
っ
て
お
り
、
利
上
げ
に
転
換

し
タ
カ
派
姿
勢
を
強
め
る
な
か
、
悲

観
論
が
強
ま
っ
て
い
る
。

背
後
に
あ
る
の
は
公
的
債
務
問

題
だ
。
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
み
る
と
、

２
０
２
２
年
末
の
推
計
値
で
日
本

は
２
５
２
・
３
％
で
主
要
先
進
国

中
群
を
抜
き
首
位
、
次
い
で
イ
タ

リ
ア
が
１
５
０
・
４
％
、
ア
メ
リ
カ

が
１
３
０
・
７
％
、
フ
ラ
ン
ス
が

１
１
３
・
５
％
の
順
で
、
ド
イ
ツ
が
最

低
で
69
・
８
％
と
な
っ
て
い
る
。
１
位

の
日
本
と
２
位
の
イ
タ
リ
ア
が
利
上

げ
に
神
経
質
に
な
る
の
も
当
然
だ
。

Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
米
連
邦
準
備
制
度
理
事

会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
に
次
い
で
タ
カ
派
色

を
強
め
る
と
、
主
要
先
進
国
と
の
金

利
差
は
日
本
だ
け
が
拡
大
す
る
。
ま

た
、
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
次
い
で
Ｅ
Ｃ
Ｂ
も

10
月
に
量
的
引
締
め
の
議
論
開
始
と

の
報
道
も
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
公
的

債
務
問
題
は
金
利
で
も
量
的
に
も
危

機
感
が
増
す
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
イ
タ
リ
ア

な
ど
南
欧
債
務
問
題
を
見
据
え
た

「
分
断
化
」
防
止
で
伝
達
保
護
措
置

（
Ｔ
Ｐ
Ｉ
）
を
導
入
し
、
対
応
策
は

打
っ
て
い
る
が
、
有
効
性
は
い
ま
だ

に
不
透
明
な
ま
ま
だ
。

８
月
下
旬
の
パ
ウ
エ
ル
米
連
邦
準

備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
議
長
の

演
説
が
も
た
ら
し
た
世
界
同
時
株
安

は
、
９
月
６
～
７
日
に
一
応
、
底
を

打
っ
た
形
と
な
り
、
そ
の
対
応
に
欧

米
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
知
恵
を
絞
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

米
金
融
政
策
は
高
い
イ
ン
フ
レ
率

の
沈
静
化
を
最
優
先
す
る
姿
勢
を
明

ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
手
段
、
方
法

は
利
上
げ
幅
の
拡
大
、
量
的
緩
和
の

縮
小
な
ど
で
、
家
計
や
企
業
の
負
担

を
重
く
し
て
需
要
を
抑
え
込
み
、
物

価
上
昇
の
勢
い
を
鈍
化
さ
せ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
株
式
市

場
の
行
方
は
依
然
不
透
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
主
要
国
で
日
本
市
場

だ
け
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
問
題
と

し
て
、
金
利
据
置
き
政
策
の
維
持
、

為
替
相
場
の
急
速
な
下
落
が
あ
る
。

日
本
銀
行
は
米
金
融
政
策
が
連
続
利

上
げ
に
踏
み
切
っ
て
か
ら
超
低
金
利

を
堅
持
し
て
い
る
。
日
銀
の
狙
い
は

巨
額
の
財
政
赤
字
の
利
息
増
加
負
担

を
回
避
す
る
こ
と
と
み
る
動
き
も
あ

る
。
ま
た
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、

日
銀
に
超
金
融
緩
和
の
維
持
を
可
能

に
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
イ
ン
フ

レ
率
が
他
国
よ
り
低
い
状
況
が
続
い

て
い
る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

円
安
・
ド
ル
高
の
進
行
が
目
立
つ

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
今
年
３

月
、
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
最
初
の
金
利
引
上

げ
に
踏
み
切
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
後
、
米
国
の
連
続
利
上
げ
、
日
本

の
据
置
き
に
よ
っ
て
日
米
の
金
利
差

が
広
が
り
、
現
在
、
20
数
年
振
り
の

円
安
と
な
っ
て
い
る
。

「
円
安
進
行
→
輸
入
物
価
の
上
昇
」

は
消
費
者
や
企
業
を
苦
し
め
る
た

め
、円
安
批
判
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、

日
本
で
は
イ
ン
フ
レ
は
他
国
よ
り
ま

し
、
と
い
う
状
態
に
あ
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
政
府
や
日

銀
を
突
き
上
げ
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ

て
い
な
い
。

一
方
、
今
回
の
円
安
が
海
外
依
存

度
の
高
い
企
業
に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た

ら
す
可
能
性
は
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
２
０
２
２

年
度
第
１
四
半
期
の
企
業
業
績
が
明

ら
か
に
な
り
、
円
安
メ
リ
ッ
ト
が
認

識
さ
れ
出
し
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
日

米
の
株
価
動
向
の
違
い
に
反
映
さ
れ

て
き
た
と
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

イ
ン
フ
レ
、
金
利
、
景
気
な
ど
の
変

動
が
強
ま
る
な
か
、
円
相
場
や
日
本

の
企
業
収
益
の
今
後
が
注
目
さ
れ

る
。


